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１.適用 

発注者指定方式・受注者希望方式による週休２日工事の積算について、補正方法は

次のとおり取扱うものとする。 

なお、本資料は大阪港湾局(大阪港)における土木工事等・港湾工事に適用する。 

土木工事等、港湾工事とは「大阪市週休 2 日工事実施要領」による。 

２.補正対象 

直接工事費、共通仮設費（積上げ分）、共通仮設費（率計上分）及び現場管理費を

補正対象とする。 

直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)に計上される単価のうち、以下に示す単価 

に対して週休２日工事の補正を適用した単価を計上する。 

・労務費 

・機械経費(賃料) 

・土木工事市場単価 

・港湾工事市場単価 

・土木工事標準単価 

・下水道工事市場単価 

なお、見積単価は補正対象外とする。また、公共事業建設資材価格調査報告書（大

阪市建設局ウェブサイト掲載）の掲載単価は適用単価月が令和 5 年 11 月以降の設計

書より週休２日（４週８休）単価を適用する。詳細は建設局ホームページの記載の

通りとする。 

 

ホームページリンク先 

トップページ＞産業・ビジネス＞入札契約情報＞各局等入札契約情報＞建設局＞ 

入札・契約のお知らせ＞週休 2 日工事に対応した必要経費の計上について 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000552135.html 

 

 

３.補正方法 

前項の補正対象に対して、発注者指定方式または受注者指定方式により「大阪市週

休 2 日工事実施要領」に掲載の「補正係数」を乗じることとする。 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000552135.html
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４.補正算出 

(１)労務費 

補正対象は、公共工事設計労務単価及び電気通信 2 種、機械 1 種（工事積算基準

においてそれらを準用する労務単価含む）のみ。 

工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は補正対象外とする。 

測量や調査・設計など、外注が想定される業務の労務単価は補正対象外とする。 

・公共工事設計労務単価…国土交通省ウェブサイト掲載 

・電気通信 2 種…電気通信技術者、電気通信技術員 

・機械 1 種…機械設備据付工 

補正後単価は、1 円未満切捨てとする。 

 

(２)機械経費（賃料） 

補正後単価は、有効数字 3 桁（4 桁目四捨五入）とする。 

 

(３)土木工事市場単価 

補正係数は、下表のとおり。 

補正後単価は、小数点 3 位切捨て 2 位止めとする。 

施工規模等の週休 2 日以外の補正を同時適用する場合は、週休 2 日補正後単価

（小数点 3 位切捨て 2 位止め）に施工規模等の補正を行い、小数点第 3 位切捨

て 2 位止めとする。 

名称 区分 
補正係数 

4 週 8 休 4 週 7 休 ４週６休 

鉄筋工 
 

1.05 1.03 1.01 

ガス圧接工 
 

1.04 1.02 1.01 

インターロッキング 

ブロック工 

設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工 
(ガードレール) 

設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工 
(ガードパイプ) 

設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工 
(横断・転落防止柵) 

設置 1.04 1.03 1.01 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工(落石防護柵) 
 

1.02 1.01 1.00 

防護柵設置工(落石防止網) 
 

1.03 1.02 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・移設 1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

名称 区分 
補正係数 

4 週 8 休 4 週 7 休 ４週６休 

法面工 
 

1.02 1.01 1.00 

吹付枠工 
 

1.03 1.02 1.01 

鉄筋挿入工(ロックボルト工) 
 

1.03 1.02 1.01 

道路植栽工 
植樹 1.05 1.03 1.01 

剪定 1.05 1.03 1.01 

公園植栽工 
 

1.05 1.03 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工 
 

1.02 1.01 1.00 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 
 

1.04 1.02 1.01 

橋面防水工 
 

1.02 1.01 1.00 

薄層カラー舗装工 
 

1.01 1.00 1.00 

グルービング工 
 

1.01 1.01 1.00 

軟弱地盤処理工 
 

1.02 1.01 1.00 

コンクリート表面処理工 

(ウォータージェット工) 

 

1.01 1.01 1.00 

 
 

   

※別途計上される材料費（材料費のみの加算額）は補正しない。 
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(４)港湾工事市場単価 

補正係数は、下表のとおり。 

補正後単価は、1 円未満切捨てとする。 

施工規模等の週休 2 日以外の補正を同時適用する場合は、施工規模等

の補正後単価（1 円未満切捨て）に週休 2 日補正を行い、1 円未満切捨

てとする。 

 

名称 

補正係数 

4 週 8 休 
 

 

名称 

補正係数 

4 週 8 休 

 

 底面工 1.04   車止撤去 1.05  

 マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置) 1.01   電気防食取付(取付金具製作･取付、陽極･電位測定装置取付) 1.05  

 支保工 1.05   防砂目地板取付工(陸上施工) 1.05  

 足場工 1.03   防砂目地板取付工(水中施工) 1.04  

 鉄筋工 1.05   吸出し防止工(陸上施工・海上施工) 1.04  

 吊鉄筋工 1.05   港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物) 1.04  

 型枠工 1.04   ペトロラタム被覆(足場設置撤去,被覆防食,端部処理) 1.05  

 コンクリート打設工(ポンプ車打設) 1.05   現場鋼材溶接・切断工(陸上施工・海上施工) 1.05  

 コンクリート打設工(ポンプ車打設以外) 1.05   現場鋼材溶接・切断工(水中施工) 1.05  

 止水板工 1.05   かき落とし工 1.05  

 上蓋工 1.05   汚濁防止膜設置・撤去・移設 1.04  

 伸縮目地工 1.03   汚濁防止枠設置・撤去 1.03  

 係船柱取付(架台現場製作工、架台取付) 1.05   灯浮標設置・撤去 1.04  

 防舷材取付(埋込栓･梯子取付) 1.05   汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・水中目視点検) 1.01  

 車止・縁金物取付 1.05   汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船なし) 1.05 

 係船柱撤去 1.05   異形ブロック製作 型枠工 1.05  

 防舷材撤去 1.05   異形ブロック製作 コンクリート打設工 1.05 

     異形ブロック製作 給熱養生 1.04  

 

 

(５)土木工事標準単価 

「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価」(以下「物価資料」)に

掲載の週休 2 日補正単価を使用しており、補正単価(同工種)が「物価資

料」の両方に掲載されている場合は安価側の単価、一方の「物価資料」の

みに掲載されている単価は当該単価とする。 
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(６)下水道工事市場単価 

補正係数は、下水道用設計標準歩掛表に掲載のとおり。 

 

 (７)施工パッケージ型積算方式の積算単価 

上記（１）～（５）の方法による補正後の労務費・機械経費（賃料）・

市場単価を用いて算出する。 

ただし、標準単価・基準単価（東京地区における基準年月の単価）は

週休 2 日工事の補正対象外とする。 

 

(８)共通仮設費率 

施工地域補正等の補正後の率（小数点第 3 位四捨五入 2 位止め）に週

休 2 日工事の補正係数を乗じた共通仮設費率（小数点第 3 位四捨五入

2 位止め）を算出する。 

 

(９)現場管理費率 

施工地域補正等の補正後の率（小数点第 3 位四捨五入 2 位止め）に週

休 2 日工事の補正係数を乗じた現場管理費率（小数点第 3 位四捨五入

2 位止め）を算出する。 

 

(１０)積算基準が異なる複数工種区分を有する工事 

積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種

の補正係数を適用する。 

なお、港湾工事市場単価については、現場閉所状況が 4 週 8 休の時の

み補正係数を適用する。 

 

  


